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県
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改
正
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福
岡
県
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舎
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例
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行
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則
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平
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岡
県
規
則
第
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十
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号
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一
部
を
次
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よ
う
に
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正
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第
五
条
第
二
項
中
「
、
知
事
が
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ら
居
住
の
用
に
供
す
る
部
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は
」
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び
「
と
し
、
秘
書
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用
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供
す
る
部
分
は
、
七
百
二
十
円
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表
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次
の
よ
う
に
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め
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。
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四
十
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四
百
五
十
八
円
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次
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十
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考備節目項款

電気事業収益

営業収益

電力料

営業雑収益 電力料に該当しない収益
で電気事業の収益に伴っ
て通常発生するものをい
う。

受託運転益

財務収益

受取利息

預金利息

貸付金利息

有価証券利息

雑利息

事業外収益

固定資産売却益

過年度損益修正益

消費税還付金

長期前受金戻入

雑収益

事業外固定資産管理収益

不用品売却益

一般会計負担金

雇用保険料被保険者負担
金
その他の雑収益

特別利益

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他の特別利益

考備節目項款

資本的収入

企業債

国庫補助金

固定資産売却代金

他会計借入金

一般会計

工業用水道事業会計

工業用地造成事業会計

他会計貸付金元金収入

投資償還金

投資有価証券償還金

その他の投資償還金

投資

投資有価証券売却

雑収入

考備節目項款

電気事業費

営業費用

水力発電費

給料手当 職員の給料手当を職員給
及び職員手当別に整理す
る。

別表第１
　電気事業予算科目表
１　収益
⑴　収益的収入

⑵　資本的収入

２　費用
⑴　収益的支出
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退職給付費

法定福利費 法定福利費は地方職員共
済組合費及び公務災害負
担金等に整理する。

厚生福利費

賃金 職員以外の補助及び臨時
の者並びに常時雇用する
人夫等に対する給与をい
う。

消耗品費

修繕費 建物、構築物、機械装
置、雑の各修繕費に整理
する。修繕工事の請負代
金及び支給材料、修繕工
事のため支出した賃金、
補償費、消耗品等の諸係
費及び自己の材料等をい
う。修繕引当金に引き当
てた場合は、修繕引当金
に整理する。

水利使用料

補償費 定期的又は臨時的補償費
及び賠償費をいう。ただ
し建設工事又は修繕工事
に係るものは、当該建設
費又は修繕費に整理す
る。

賃借料 借地、借家料、道路占用
料、水面使用料、路線使
用料、電柱敷地料、線下
補償料、計器使用料、設
備賃借料、雑賃借料等水
力発電のために他の者の
資産を使用した場合の賃
借料をいう。

委託費

損害保険料 自家保険引当額を含む。

交付金 「国有資産等所在市町村
交付金及び納付金に関す
る法律」に基づき所在市
町村に交付する交付金を
いう。

分担金 共有の相手方に支払った
分担金をいう。

負担金

諸費 通信運搬費、旅費、会議
費、諸会費、広告料、交
際費、諸手数料等に区分
整理する。

諸税

減価償却費 普通償却と特別償却とに
区分し整理する。

固定資産除却損

固定資産除却費用

一般管理費 水力発電費の節に準ず
る。

給料手当

退職給付費

法定福利費

厚生福利費

賃金

消耗品費

修繕費

補償費

賃借料

諸費

什器用具費、事務用品費
、光熱水費、図書費、被
服費、燃料費、潤滑油脂
費、雑用品費(その他の
消耗品費)等をいう。
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諸税

委託費

損害保険料

研究養成費

減価償却費

固定資産除却損

固定資産除却費用

財務費用

支払利息

企業債利息

他会計借入金利息

一時借入金利息

事業外費用

固定資産売却損

過年度損益修正損

消費税 消費税及び地方消費税を
いう。

雑損失

事業外固定資産管理費

雑支出

不用品売却原価

風力発電調査費

その他の雑損失

特別損失

固定資産売却損

過年度損益修正損

その他の特別損失

予備費

考備節目項款

資本的支出

建設改良費

設備費

取替増設費

企業債償還金

償還元金

元金

他会計借入金償還金

償還元金

元金

出資金

他会計貸付金

工業用水道事業会計

工業用地造成事業会計

国庫補助金返納金

投資

投資有価証券購入

その他の投資

予備費

考備節目項款

工業用水道事業収益

営業収益

給水収益

受託工事収益

営業雑収益

営業外収益

受取利息

　工業用水道事業予算科目表

⑵　資本的支出

１　収益
⑴　収益的収入
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預金利息

貸付金利息

有価証券利息

雑利息

固定資産売却益

過年度損益修正益

国庫補助金

長期前受金戻入

消費税還付金

雑収益

不用品売却益

一般会計負担金

雇用保険料被保険者負担
金
その他の雑収益

特別利益

固定資産売却益

過年度損益修正益

その他の特別利益

考備節目項款

資本的収入

企業債

国庫補助金

固定資産売却代金

負担金

受託金

他会計借入金

一般会計

電気事業会計

工業用地造成事業会計

他会計貸付金元金収入

投資

投資有価証券売却

雑収入

考備節目項款

工業用水道事業費

営業費用

業務費

給料手当 職員の給料手当を職員給
及び職員手当別に整理す
る。

退職給付費

法定福利費 法定福利費は地方職員共
済組合費及び公務災害負
担金等に整理する。

厚生福利費

⑵　資本的収入

２　費用
⑴　収益的支出

賃金

消耗品費 什器用具費、事務用品費
、光熱水費、図書費、被
服費、燃料費、潤滑油脂
費、雑用品費(その他の
消耗品費)等に区分し整
理する。(耐用年数1年以
内又は10万円未満)

職員以外の補助及び臨時
の者並びに常時雇用する
人夫等に対する給与をい
う。(厚生費を含む。)
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修繕費

補償費 定期的又は臨時的補償費
及び賠償費をいう。ただ
し建設工事又は修繕工事
に係るものは、当該建設
費又は修繕費に整理す
る。

賃借料

委託費

損害保険料

動力費 機械装置の運転に必要な
電力料及び燃料費を整理
する。

薬品費

分担金

負担金

交付金

諸費 通信運搬費、旅費、会議
費、諸会費、広告料、交
際費、諸手数料等に区分
整理する。

諸税

減価償却費

固定資産除却費 除却費用、除却損に区分
整理する。

一般管理費 業務費の節に準ずる。

給料手当

退職給付費

法定福利費

厚生福利費

賃金

消耗品費

修繕費

補償費

賃借料

諸費

諸税

委託費

損害保険料

研究養成費

減価償却費

固定資産除却費 除却費用、除却損に区分
整理する。

営業外費用

支払利息

企業債利息

他会計借入金利息

一時借入金利息

固定資産売却損

過年度損益修正損

消費税 消費税及び地方消費税を
いう。

雑支出

不用品売却原価

その他の雑支出

特別損失 当年度の計上収益から除
外すべき損失をいう。

固定資産売却損

過年度損益修正損

その他の特別損失

予備費

建物、構築物、雑(その
他)の各修繕費に整理す
る。修繕工事の請負代
金及び支給材料、修繕
工事のため支出した賃
金、補償費、消耗品等
の諸係費及び自己の材
料等をいう。
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考備節目項款

資本的支出

建設改良費

大牟田工業用水道建設費

貯水工事費

建設利息

設備費

取替増設費

施設購入費

企業債償還金

償還元金

元金

他会計借入金償還金

償還元金

元金

出資金

他会計貸付金

電気事業会計

工業用地造成事業会計

国庫補助金返納金

投資

投資有価証券購入

その他の投資

予備費

考備節目項款

造成事業収益

営業収益

土地売却収益

何地区 地区別に整理する。

受託工事収益

営業雑収益

営業外収益

受取利息

預金利息

貸付金利息

有価証券利息

雑利息

消費税還付金

雑収益

有価証券売却益

不用品売却益

一般会計負担金

その他の雑収益

特別利益

過年度損益修正益

その他の特別利益

考備節目項款

資本的収入

工業用地造成事業収入

未成土地売却代金

未成土地収入

土地貸付料

受取利息

受託工事収入

その他の未成土地収入

　工業用地造成事業予算科目表

⑵　資本的支出

１　収益
⑴　収益的収入

⑵　資本的収入
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企業債

他会計借入金

一般会計

電気事業会計

工業用水道事業会計

他会計貸付金元金収入

投資

投資有価証券売却

雑収入

考備節目項款

造成事業費

営業費用

土地売却原価

何地区 地区別に整理する。

受託工事費

維持管理費

修繕費 建物、構築物、機械装
置、雑(その他)の各修繕
費に整理する。修繕工事
の請負代金及び支給材
料、修繕工事のため支出
した賃金、補償費、消耗
品等の諸掛費及び自己の
材料の購入費等をいう。

委託費

土地整備費 土地整備工事及び土地整
備工事に係る補償費等を
いう。

一般管理費

給料手当 職員の給料手当を職員給
及び職員手当別に整理す
る。

退職給付費 支払額と引当額とに区分
し整理する。

法定福利費 地方職員共済組合費及び
公務災害負担金等に整理
する。

厚生福利費

賃金

修繕費 維持管理費の節に準ず
る。

補償費

賃借料

委託費

損害保険料

動力費

交付金 「国有資産等所在市町村
交付金及び納付金に関す
る法律」に基づき、所在
市町村に交付する交付金
をいう。

諸費 通信運搬費、旅費、会議
費、諸会費、広告料、交
際費、諸手数料等に区分
し整理する。

諸税

研究養成費 旅費及び負担金に区分し
整理する。

資産減耗費 たな卸資産減耗費

その他の営業費用

２　費用
⑴　収益的支出

消耗品費 什器用具費、事務用品
費、光熱水費、図書費
、被服費、燃料費、雑
用品費(その他の消耗品
費)等をいう。
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営業外費用

支払利息

企業債利息

他会計借入金利息

一時借入金利息

消費税 消費税及び地方消費税を
いう。

雑支出

不用品売却原価

その他の雑支出

その他の営業外費用

特別損失

過年度損益修正損

その他の特別損失

予備費

考備節目項款

資本的支出

造成事業費

補償費

土地費

買収費

補償費

造成費

附帯費

調査費

仮設費

建設利息

企業債利息

他会計借入金利息

一時借入金利息

総係費

給料手当 職員の給料手当を職員給
及び職員手当別に整理す
る。

退職給付費 支払額と引当額とに区分
し整理する。

法定福利費 地方職員共済組合費及び
公務災害負担金等に整理
する。

厚生福利費

賃金

補償費

賃借料

委託費

損害保険料

動力費

交付金 「国有資産等所在市町村
交付金及び納付金に関す
る法律」に基づき、所在
市町村に交付する交付金
をいう。

諸費 通信運搬費、旅費、会議
費、諸会費、広告料、交
際費、諸手数料等に区分
し整理する。

⑵　資本的支出

消耗品費

修繕費

什器用具費、事務用品
費、光熱水費、図書費
、被服費、燃料費、雑
用品費(その他の消耗品
費)等をいう。

建物、構築物、機械装置
、雑(その他)の各修繕費
に整理する。修繕工事の
請負代金及び支給材料、
修繕工事のため支出した
賃金、補償費、消耗品等
の諸係費及び自己の材料
等をいう。



令和６年２月27日　火曜日11 第474号 増刊①

諸税

研究養成費 旅費及び負担金に区分し
整理する。

企業債償還金

償還元金

元金

他会計借入金償還金

償還元金

元金

出資金

他会計貸付金

電気事業会計

工業用水道事業会計

投資

投資有価証券購入

その他の投資

工業用地造成事業収入返
還金

未成土地収入返還金

その他の未成土地収入返
還金

予備費
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附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
へ
き
地
等
学
校
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
教
育
委
員
会
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

へ
き
地
等
学
校
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
へ
き
地
等
学
校
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
中
「
及
び
準
へ
き
地
学
校
」
を
「
、
準
へ
き
地
学
校
及
び
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等

」
に
改
め
る
。

　
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
）

第
四
条
　
へ
き
地
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
の
地
域
に
所
在
す
る
学
校
等
は
、
別
表
第
三

の
と
お
り
と
す
る
。

　
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

所
　
　
在
　
　
地

学
　
　
校
　
　
名

田
川
郡
赤
村
大
字
赤

築
上
郡
築
上
町
大
字
小
原

赤
小
学
校
上
赤
分
校

小
原
小
学
校

　
別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

所
　
　
在
　
　
地

学
　
　
校
　
　
名

田
川
郡
添
田
町
大
字
落
合

落
合
小
学
校
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則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

　
福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
山
　
口
　
幸
　
雄
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
　
　
　

改
正
す
る
規
則

　
福
岡
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
福
岡
県
人

事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
中
「
九
月
ま
で
の
期
間
」
の
下
に
「
（
当
該
期
間
が
業
務
の
繁
忙
期
で

あ
る
こ
と
そ
の
他
の
業
務
の
事
情
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
こ
の
号
の
休
暇
の
全
部
又
は
一
部
を
使
用
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
六
月
か
ら
十
月
ま

で
の
期
間
）
」
を
加
え
る
。

附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会


